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１ 「千葉県の教育の振興に関する大綱」 

 
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 1 条の 3 第 1 項に定める   

「千葉県の教育の振興に関する大綱」（以下「大綱」）については、令和 7 年度 

第 1 回千葉県総合教育会議での協議等を踏まえ、令和 7 年 11 月に改定され、  

千葉県総合計画における関係部分（教育、学術及び文化に関する部分）を大綱 

として位置付けています。大綱の対象期間は令和 7 年度から令和 10 年度となり

ます。 
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